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（1）開札日が水曜日の場合、「排除措置」は開札日の翌日から開始する。
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関連資料1 低価格入札者排除措置の具体的運用

7月1日 1月1日11月1日 12月1日10月1日

（3）2回目の低入札価格調査制度（2/13）の案件の入札は有効で、低入札価格調査後、落札者となることができる。最低制限
価格制度の案件は、最低制限価格を下回る価格での入札は、失格となる。

（4）「排除措置期間」が満了した後、入札公告が到来する一般競争入札は入札に参加できる。指名競争入札は排除措置期間
が満了した後に指名通知を行う。

（1）排除措置を受けた場合、排除措置期間満了後に累積回数が消滅する。

6月1日 8月1日 9月1日1月1日 4月1日2月1日 3月1日 5月1日

1

（2）「排除措置期間」は年度に関わらず継続する。

2

3

4

（1）低入札の累積回数は、当該年度の終了をもって消滅する。

（2）年度をまたぐ低入札は累積しない。

（3）4/15の低入札を累積1回とカウント。

出資比率30％

（親）

（子）

①

出資比率70％

6月1日 7月1日

構成員

4/15　低入札

代表者

1月1日 2月1日 3月1日 4月1日 5月1日

特定共同企業体

9月1日 10月1日 11月1日

（2）同一の開札日に複数回の低入札があった場合、累積回数は１回とする。

（1）4/15の低入札は共同企業体の代表者（親）だったので1回の低入札をを行ったものとし、2回の低入札（6/3）で排除措置
を行う。（2か月）

(2）4/15の低入札は共同企業体の構成員（子）だったので、出資比率分0.3回の低入札を行ったものとする。2
回の低入札（7/5）では累積1.3回となり、排除措置とはならない。
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（3）指名通知を受けた後、入札書提出期限までに排除措置となった場合、当該入札
には参加できず、入札しても「無効」とする。

指名競争入札

排除措置満了

（7/21～7/23入札期間）

（1）事前審査型一般競争入札に参加申込みした業者Ｂが資格確認通知を受けた後、
入札書提出期限までに排除措置となった場合、当該入札には参加できない。（辞退
勧告）

（2）一般競争入札の公告日から入札書提出期限までに排除措置となったにもかかわ
らず応札した場合には、当該入札は「無効」とする。

（1）入札公告日から入札書提出期限までに排除措置期間が含まれる業者Ａは、当該
一般競争入札には参加できない。

（2）一般競争入札に参加できないにもかかわらず入札した場合は「無効」とする。

（3）排除措置期間満了後に入札公告又は指名通知する案件から入札に参加できる。

7月20日 7月27日

5/24～7/23（２か月） 排除措置

7/18～9/17（２か月） 排除措置
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